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中税務署管轄�

所得税の還付申告
（給与所得者・年金受給者）

２月１日�から
２月２８日�まで

※各会場とも土曜日・日曜日、祝日は休みです。ただし、札幌西税務署では、２月
２０日と２月２７日の日曜日に限り相談を行います（札幌中税務署は閉庁しております
のでご注意ください）。

市民会館
２階会議室

（中央区北１条
西１丁目）

午前９時３０分から
午後４時まで

※込み具合によっては、時間前に受け付けを終了する場合が
ありますので、ご了承ください。
また、午前中に受け付けされた方でも、午後からの相談に
なることがありますので、ご了承ください。

部分は中税務署、それ以外の中央区
の方は西税務署が管轄です。

３月１日�から
３月１１日�まで

中央区民センター
１階ギャラリー

（中央区南２条
西１０丁目）

午前９時３０分から
正午まで

午後１時から
４時まで

札幌中税務署 �２３１－９３１１

札幌西税務署 �６６６－５１１１

税務相談室
札幌国税局 �２６１－７７５５

札幌西分室 �６６６－５１５０

所得税の確定申告

２月１６日�から
３月１５日�まで

札幌中税務署
（中央区大通西１０丁目

札幌第２合同庁舎）
札幌西税務署
（西区発寒４条１丁目）

午前９時から
正午まで

午後１時から
５時まで
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住民税の申告
（市・道民税）
※所得税の申告をされ
た方は不要です

３月１日�から
３月１５日�まで

※土・日曜は休みです。

中央区役所
１階ロビー

（中央区南３条
西１１丁目）

午前８時４５分から
午後５時１５分まで

中央区役所
課税課市民税係
�２３１－２４００
（内線）２８２～２８７

４１０～４１２
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広 告 欄

住民税（市・道民税）の申告、所得税の申告と納税は、３月１５日�までです。
申告の相談は下表の通り行いますので、お気軽にお越しください。
※中央区民センター会場での相談は、３月１１日�までです。

税税のの申申告告がが始始ままりりまますす
～～ おお 早早 めめ にに どど うう ぞぞ ～～
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